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NPO法人たはら国際交流協会広報誌
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「やさしさと思いやりを基本とし、いつでも、どこでも、
だれでも気楽に参加し、活動できるTIAを！」

　これは2001年度、21世紀に入った「たはら国際交流協会（TIA）」設立10周年の年、当時会長の伊藤冨士弥
さんの書かれた会長方針の言葉です。私はこの言葉が、TIAの活動を言い表すのにピッタリだとずっと思っ
てきました。本年度、理事長に就任するにあたり、この言葉を改めて思い起こしました。
　さて、昨年10月より、TIAは、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づく認証を受け、ＮＰＯ法人として
新しくスタートしました。また、本年度より、法人格を持った非営利団体として、従来の活動も充実させ、
それを踏まえつつ、新たな公益事業の展開、新たな事業の可能性も考え活動をしていきたいと思います。
　そのために、現在活躍されている会員の方以外に、つまり新しい、いっしょに活動していただける仲間を
募集します。今度は私から、皆さんに呼びかけたいと思います。

「いつでも、どこでも、だれでも気楽に参加できるTIAです。
いっしょに活動してみませんか？」

　TIAの活動に興味を持たれた方は、一度、事務局まで連絡してください。詳しく説明します。皆さんの参
加を心より、お待ちしております。
　現在、多文化共生のための事業が中心です。たとえば、「にほんご教室」。結婚されて田原市民になった方や、
外国からの技能実習生に日本語を教えています。週2回。14年続けています。どうですか？スタッフをやっ
てみませんか？ 
　また、ホームステイの受け入れもしています。JICA（国際協力機構）研修員や留学生と楽しい時間を過ご
してみませんか。ご協力していただけるご家族の登録をお待ちしています。
　そして、市民海外研修事業では、田原市の姉妹都市、友好都市を訪問し、市民と市民の交流を続けてきました。
これら培ってきた市民交流の絆を大切にして、次世代に繋がるような事業も考えていきたいと思います。
　あなたも行ってみませんか？
　今後とも、TIAの活動にご理解をいただき、そして、皆さんに参加していただければ、幸いです。

事務局よりごあいさつ
　4月から週3日事務を担当しています。慣れないことが多く、時間がかかったり、間違えたりとまだまだ落ち着きま
せんが、会員の皆さんや市民の皆さんと一緒に、新生たはら国際交流協会の活動を見守りつつ支えることに専念した
いと思っています。2014年度は日、水、木曜日に事務局にいます。お問い合わせやご相談だけでなくおしゃべりす
るだけでもいいので、ぜひ事務局に会いに来てください。もちろん、TIAの活動にも参加します!! 世界中の文化や人々
と出会う活動を一緒に楽しみましょう！

ＮＰＯ法人たはら国際交流協会

ご あ い さ つ

理事長　岡  本  善  裕

事務局長　渡会　美加子
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「書き損じハガキ」回収運動は、市内3か所（ショッピングパオ北側入り口、田原市役
所南庁舎玄関、たはら国際交流協会事務局）にポストを設置、年1回ハガキを集計して、
世界寺子屋運動名古屋実行委員会へ送っています。昨年度も多くの方にご協力いた
だき、750枚を送ることができました。大変ありがとうございました。回収ポストは常時
設置してありますので、今後もご協力をお願いいたします。

「書き損じハガキ」回収にご協力ありがとうございます

2014年度 NPO法人たはら国際交流協会 年間事業計画
月 事業と主な内容 日程と会場

4月
にほんご教室　通年　毎週金・日曜の週2回開催 田原文化会館
第1回理事会 4/23（水）田原文化会館

5月
2014年度　通常総会 5/14（水）田原文化会館
ポットラックで交流会 5/25（日）中部市民館

6月
｢ブリッジ｣86号発行　内容:年間予定表
やさしい英会話(昼間クラス・前期)　全10回　6月〜10月 田原文化会館
使える英会話（夜間クラス・前期）全10回　6月〜10月 田原文化会館

7月
8月 JICA研修員歓迎パーティーとホームステイ受け入れ 8/7（木）〜9（土）
9月 第23回市民海外派遣（アメリカ・プリンストンとジョージタウン） 9月下旬

10月
第2回理事会 田原文化会館
異文化交流会「英語で遊ぼう」　

11月

やさしい英会話(昼間クラス・後期)　全10回　11月〜3月 田原文化会館
使える英会話(夜間クラス・後期)　全10回　11月〜3月 田原文化会館
初級ハングル教室（前期）　全6回　11月〜12月 田原文化会館
第7回国際理解講座 11月中旬
第23回市民海外派遣帰国報告会
第23回市民海外派遣写真展 田原文化会館

12月
クリスマス会
第23回市民海外派遣写真展 会場:赤羽根又は渥美地区

1月

第23回市民海外派遣写真展 会場:赤羽根又は渥美地区
初級ハングル教室（後期）　全6回　1月〜2月 田原文化会館
世界の料理教室 1月中旬
第5回東三河日本語スピーチコンテスト 1/25（日）田原文化会館

2月 第7回多文化研修会 2月中旬

3月
「ブリッジ」87号発行　内容:年間事業報告
「書き損じハガキ」回収事業
第3回理事会

※イベントの申し込み、問い合わせは事務局までお気軽にどうぞ
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6/6～10/17
隔週金曜日　全10回
10:00～11:30
田原文化会館201会議室
会員4,000円　一般6,000円

開催日時

開催場所
参 加 費

6/13～10/25
隔週金曜日　全10回
19:30～21:00
田原文化会館201会議室
会員4,000円　一般6,000円

開催日時

開催場所
参 加 費

～2014年2月16日（日）　名古屋城・明治村～
　2月16日（日）第6回多文化研修会を行いました。今年は、在住外国人の方といっしょに総勢141名で、
身近な愛知県内の名古屋城と明治村の散策に行ってきました。
名古屋城では、2013年5月に完成した本丸御殿（玄関、表書院）をはじ

めとする豪華絢爛な建物を見学した
り、金のしゃちほこに乗って写真を
撮ったりしました。また、密かに楽
しみにしていた名古屋おもてなし武
将隊のパフォーマンスも見ることが
できました。
　明治村では、旧帝国ホテル、安田
銀行、宇治山田郵便局舎など歴史のある立派な建物とともに、明治時
代にタイムスリップして日本文化に触れながら楽しい一日を過ごすこ
とができました。

～2014年4月6日（日）10時～14時　滝頭公園～
　桜まつりが行われていた滝頭公園では、屋台もいくつか出ていて
家族連れや花見客で賑わっていました。今年の桜は少し咲くのが早
かったようで満開の時は過ぎていましたが、「にほんご教室お花見
会」はとても盛大に行われました。恒例になりつつあるお花見会で
すが、今年は豊橋技術科学大学の留学生や、その家族と相互交流を
している「コスモスの会」にも声をかけ、なんと11ヶ国100人を超
える方々が参加してくれました。
　お花見に無くてはならないお料理は、1人一品持ち寄りのポット
ラックをお願いし、参加者の国籍と同じように色々な国の料理が集
まりました。初めての参加の方もいたので、1人1人自己紹介してか
ら楽しく歓談しました。お腹がいっぱいになると食後の運動をかねて公園内を散歩したり、たまたまお花
見に来ていた地元の小学生も加わっての国際交流もしっかりできました。
　風が強く少し寒かったですが、集まった外国の方々は日本のお花見を楽しめたのではないでしょうか。

やさしい英会話（前期） 使える英会話（前期）

参加者募集中

桜の前でハイポーズ

明治村にて

名古屋城の前で

詳細は事務局までお問い合せ下さい。

第6回多文化研修会第6回多文化研修会

みんなでお花見みんなでお花見
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三菱東京UFJ銀行
セントファーレ

本町通り

祭り会館

新町東 田原本町
三河田原駅

田原萱町

店舗●P

一志堂　石川印舗
●実印　●認印　●法人印　●ゴム印　●表札　●名札

営業時間　AM8：00～PM7：30
田原市田原町本町48（本町通り）

☎（0531）22-0437
FAX（0531）22-6519

本誌は再生紙を使用しています。

アメリカのわかりにくい健康保険制度2
前回からの続きアフォーダブルケアアクト（オバマケア）について簡単にお話します。今年度か
ら本格的に公的保険制度がスタートしました。加入希望者はhttp://www.hhs.gov/healthcare
からマーケットプレイスという画面で、自分に合った保険のプランを選択して加入します。手続
きは簡単で、保険料が低額だとの評判です。これまでは加入したくてもあまりに高額な保険料で
あきらめたり、持病があるため保険会社に加入を拒否されたということがありましたが、新保険
制度では保険会社が持病によって加入を拒否することは法律で禁じられたので、誰でも加入でき
ます。日本の国民健康保険と比べ、保険のプランがたくさんある中から自分に合ったプランを選
ぶのは日本人だったら面倒に思うことでしょう。それが当たり前なアメリカならではの現状です。
公的保険と言えども保険を提供しているのは政府でなく一般の保険会社であるのも特徴です。猛
烈な反対にあい、公的保険会社は誕生しませんでした。これで、市民は初めて公的保険の恩恵を
経験することになり、病気にかかったら病院に行けるという当たり前のことが可能になりました。
処方薬も同様、私の受け取った去年の明細によれば、ある高額な処方薬が、保険でカバーされな
ければ630ドル、保険でカバーされたので26ドル。これはチューブに入った一本の皮膚の塗り薬
です。とても普通に払える値段ではありません。薬は保険でカバーされますが、眼の視力関係診
察と歯科治療は医療保険ではカバーされず、別途専門の保険加入が必要です。眼に関しては保険
でカバーされる上限が決まっているので加入しなくてもそれほど大きな自己負担になることはな
いのですが、歯に関しては保険に入っていないとかなり高額です。（＊1ドル＝102円、2014年4
月28日現在）
大きく遅れていた制度が前進したことは喜ばしく、大統領が公約を守るべく政治生命をかけて
法整備をすることの大変さを目の当たりに
しました。失業者、低所得者、自営業者が
広く恩恵を受けるこの制度が整ったことは
大きな一歩です。アメリカへご旅行の際は
必ず旅行傷害保険に加入されるよう強くお
勧めします。1日入院したら100万円請求！
なんてことも。
さて、今回でジョージタウン便りは最後
になります。かれこれ10年近くに渡り、姉
妹都市やアメリカについての情報をお届け
しましたが、少しでも国際交流のお役に立
てたなら幸いに思います。長い間、ありが
とうございました。

ジョージタウン在住　クーパー・由紀

編集後記
26年前、AFSの交換留学生として我が家にホ
ームステイしていたG君より近況報告の便りが
ありました。日本人女性と結婚して、12才と10
才の男の子に恵まれ、元気に暮らしているとの
こと。リーマンショック以後苦労もあったよう
ですが、16才の少年もすっかり中年のおじさま
に変身していました。もっとも私達もそれだけ
年をとったということですが。このG君のホー
ムステイを引き受けたことが、国際交流協会に
かかわるきっかけになりました。
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